
広
島
県
告
示
第
千
五
十
一
号 

 
漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
同

項
の
一
定
の
水
域
を
次
の
と
お
り
定
め
、
令
和
五
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
八
月
三
十
一
日 

広
島
県
知
事

湯

﨑

英

彦

一

か
き
養
殖
業 

加

入

区

の

名

称

区

域

か
き
養
殖
業 

か
き
広
島
第
一
加
入
区 

区
第
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
二
加
入
区 

区
第
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
四
加
入
区 

区
第
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
五
加
入
区 

区
第
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
六
加
入
区 

区
第
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
八
加
入
区 

区
第
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
九
加
入
区 

区
第
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
一
〇
加
入
区 

区
第
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
一
一
加
入
区 

区
第
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
一
二
加
入
区 

区
第
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
一
三
加
入
区 

区
第
三
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
一
四
加
入
区 

区
第
五
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
一
五
加
入
区 

区
第
五
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
一
六
加
入
区 

区
第
五
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
一
七
加
入
区 

区
第
六
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
一
八
加
入
区 

区
第
六
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

か
き
広
島
第
一
九
加
入
区 

区
第
六
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
第
六
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
第
六
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 



 

か
き
広
島
第
二
〇
加
入
区 

区
第
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
二
一
加
入
区 

区
第
二
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
二
二
加
入
区 

区
第
二
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
二
三
加
入
区 

区
第
二
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 
か
き
広
島
第
二
四
加
入
区 

区
第
二
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
二
五
加
入
区 

区
第
二
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
二
六
加
入
区 

区
第
二
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
二
七
加
入
区 

区
第
一
三
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
二
八
加
入
区 

区
第
一
三
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
三
〇
加
入
区 

区
第
一
四
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
三
一
加
入
区 

区
第
一
四
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
三
二
加
入
区 

区
第
一
四
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
三
四
加
入
区 

区
第
一
四
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域
の
う
ち
、

ア
、
イ
、
ウ
を
結
ん
だ
二
直
線
よ
り
北
側
の
区
域 

ア 

大
黒
神
島
押
島
鼻(

北
端)

か
ら
沖
美
町
入
鹿
鼻

を
見
通
す
（
〇
度
）
線
上
二
、
五
五
〇
メ
ー
ト
ル

の
所 

イ 

大
黒
神
島
黒
山
鼻
か
ら
沖
美
町
見
付
石
を
見
通

す
（
二
六
度
）
線
上
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
所 

ウ 

大
黒
神
島
牛
石
鼻
か
ら
沖
美
町
見
付
石
を
見
通

す
（
三
四
五
度
）
線
上
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
所 

 

か
き
広
島
第
三
五
加
入
区 

か
き
広
島
第
三
四
加
入
区
の
区
域
を
除
く
区
第
一
四

七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
三
六
加
入
区 

区
第
一
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
三
七
加
入
区 

区
第
一
五
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
三
八
加
入
区 

区
第
一
五
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
三
九
加
入
区 

区
第
一
五
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
四
〇
加
入
区 

区
第
一
五
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 



 

か
き
広
島
第
四
一
加
入
区 

区
第
一
六
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
四
二
加
入
区 

区
第
一
六
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
四
三
加
入
区 

区
第
一
七
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
四
四
加
入
区 

区
第
一
八
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 
か
き
広
島
第
四
五
加
入
区 

区
第
一
八
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
四
六
加
入
区 

区
第
一
八
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
四
七
加
入
区 

区
第
一
八
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
四
八
加
入
区 

区
第
一
九
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
四
九
加
入
区 

区
第
一
九
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
五
〇
加
入
区 

区
第
一
九
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
五
一
加
入
区 

区
第
一
九
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
五
二
加
入
区 

区
第
二
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
五
三
加
入
区 

区
第
二
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
五
四
加
入
区 

区
第
二
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
五
五
加
入
区 

区
第
二
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
五
六
加
入
区 

区
第
二
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
五
七
加
入
区 

区
第
二
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
五
八
加
入
区 

区
第
二
〇
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
五
九
加
入
区 

区
第
七
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
六
〇
加
入
区 

区
第
八
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
六
一
加
入
区 

区
第
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
六
二
加
入
区 

区
第
八
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
六
三
加
入
区 

区
第
八
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 



 

か
き
広
島
第
六
四
加
入
区 

区
第
八
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
第
八
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
六
五
加
入
区 

区
第
八
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
第
八
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
第
八
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
第
八
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 
か
き
広
島
第
六
六
加
入
区 

区
第
九
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

区
第
九
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
六
七
加
入
区 

区
第
九
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
六
八
加
入
区 

区
第
九
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
六
九
加
入
区 

区
第
九
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
七
〇
加
入
区 
区
第
九
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
七
一
加
入
区 

区
第
九
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
七
二
加
入
区 

区
第
九
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
七
三
加
入
区 

区
第
九
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
七
四
加
入
区 

区
第
九
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
七
五
加
入
区 

区
第
一
〇
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
七
六
加
入
区 

区
第
一
〇
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
七
七
加
入
区 

区
第
一
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
七
八
加
入
区 

区
第
一
〇
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
七
九
加
入
区 

区
第
一
〇
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
八
〇
加
入
区 

区
第
一
〇
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
八
一
加
入
区 

区
第
一
〇
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
八
二
加
入
区 

区
第
一
〇
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
八
三
加
入
区 

区
第
一
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
八
四
加
入
区 

区
第
一
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 



 

か
き
広
島
第
八
五
加
入
区 

区
第
一
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
八
六
加
入
区 

区
第
五
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
八
七
加
入
区 

区
第
一
四
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
八
八
加
入
区 

区
第
一
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 
か
き
広
島
第
八
九
加
入
区 

区
第
一
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
九
〇
加
入
区 

区
第
一
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
広
島
第
九
二
加
入
区 

区
第
一
四
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
一
加
入
区 

区
第
二
二
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
二
加
入
区 

区
第
二
二
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
三
加
入
区 

区
第
二
二
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
四
加
入
区 

区
第
二
二
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
五
加
入
区 

区
第
二
二
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
六
加
入
区 

区
第
二
二
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
七
加
入
区 

区
第
二
二
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
八
加
入
区 

区
第
二
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
九
加
入
区 

区
第
二
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
一
〇
加
入
区 

区
第
二
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
一
一
加
入
区 

区
第
二
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
一
二
加
入
区 

区
第
二
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
一
三
加
入
区 

区
第
二
四
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
一
四
加
入
区 

区
第
二
四
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
一
五
加
入
区 

区
第
二
四
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
一
六
加
入
区 

区
第
二
四
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 



 

か
き
呉
第
一
八
加
入
区 

区
第
二
四
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
一
九
加
入
区 

区
第
二
四
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
二
〇
加
入
区 

区
第
二
五
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
二
一
加
入
区 

区
第
二
五
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 
か
き
呉
第
二
二
加
入
区 

区
第
二
五
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
二
三
加
入
区 

区
第
二
五
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
二
四
加
入
区 

区
第
二
五
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
二
五
加
入
区 

区
第
二
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
二
六
加
入
区 

区
第
二
六
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
二
七
加
入
区 

区
第
二
六
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
二
八
加
入
区 

区
第
二
六
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
二
九
加
入
区 

区
第
二
六
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
三
一
加
入
区 

区
第
二
七
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
三
二
加
入
区 

区
第
二
七
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
三
三
加
入
区 

区
第
二
七
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
三
四
加
入
区 

区
第
二
七
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
三
五
加
入
区 

区
第
二
七
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
三
六
加
入
区 

区
第
二
八
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
三
八
加
入
区 

区
第
二
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
三
九
加
入
区 

区
第
二
八
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
四
〇
加
入
区 

区
第
二
八
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
四
一
加
入
区 

区
第
二
八
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
四
二
加
入
区 

区
第
二
八
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 



 

か
き
呉
第
四
三
加
入
区 

区
第
二
八
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
四
四
加
入
区 

区
第
二
九
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
四
五
加
入
区 

区
第
二
九
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
四
六
加
入
区 

区
第
二
九
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 
か
き
呉
第
四
八
加
入
区 

区
第
三
〇
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
四
九
加
入
区 

区
第
三
〇
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
五
〇
加
入
区 

区
第
三
〇
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
五
一
加
入
区 

区
第
三
一
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
五
二
加
入
区 

区
第
三
一
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
五
三
加
入
区 

区
第
三
一
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
五
四
加
入
区 

区
第
三
二
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
五
五
加
入
区 

区
第
三
三
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
五
六
加
入
区 

区
第
三
三
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
五
七
加
入
区 

区
第
三
三
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
五
八
加
入
区 

区
第
三
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
五
九
加
入
区 

区
第
三
四
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
六
〇
加
入
区 

区
第
三
四
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
六
一
加
入
区 

区
第
三
四
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
六
二
加
入
区 

区
第
三
四
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
六
三
加
入
区 

区
第
三
四
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
六
五
加
入
区 

区
第
三
四
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
六
六
加
入
区 

区
第
三
五
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
六
七
加
入
区 

区
第
三
五
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 



 

か
き
呉
第
六
九
加
入
区 

区
第
三
五
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
七
〇
加
入
区 

区
第
三
五
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
七
一
加
入
区 

区
第
三
六
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
七
二
加
入
区 

区
第
三
六
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 
か
き
呉
第
七
三
加
入
区 

区
第
三
六
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
七
四
加
入
区 

区
第
三
六
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
七
五
加
入
区 

区
第
三
六
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
七
六
加
入
区 

区
第
三
六
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
七
七
加
入
区 

区
第
三
六
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
七
九
加
入
区 

区
第
三
五
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
八
〇
加
入
区 

区
第
三
一
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
八
一
加
入
区 

区
第
三
五
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
八
二
加
入
区 

区
第
三
二
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
呉
第
八
三
加
入
区 

区
第
二
七
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
福
山
第
一
加
入
区 

区
第
四
二
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
福
山
第
二
加
入
区 

区
第
四
二
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

か
き
福
山
第
四
加
入
区 

区
第
四
一
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

二 

真
珠
養
殖
業 

加

入

区

の

名

称 

区

域 

一
年
貝
真
珠
養
殖
業
、

二
年
貝
真
珠
養
殖
業 

呉
第
五
三
加
入
区 

区
第
三
八
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

呉
第
五
五
加
入
区 

区
第
三
八
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 

呉
第
五
六
加
入
区 

区
第
三
八
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 



三 

は
ま
ち
、
た
い
、
さ
け
・
ま
す
、
ふ
ぐ
、
か
ん
ぱ
ち
、
ひ
ら
め
、
す
ず
き
、
ひ
ら
ま
さ
、
ま
あ
じ
、
し
ま

あ
じ
、
ま
は
た
、
ま
さ
ば
、
め
ば
る
、
か
わ
は
ぎ
養
殖
業 

加

入

区

の

名

称 

区

域 

小
割
り
式
一
年
魚
は
ま

ち
養
殖
業
、
小
割
り
式 

二
年
魚
は
ま
ち
養
殖
業
、 

小
割
り
式
三
年
魚
は
ま

ち
養
殖
業
、
小
割
り
式

一
年
魚
た
い
養
殖
業
、

小
割
り
式
二
年
魚
た
い

養
殖
業
、
小
割
り
式
三

年
魚
た
い
養
殖
業
、
小

割
り
式
さ
け
・
ま
す
養

殖
業
、
小
割
り
式
一
年

魚
ふ
ぐ
養
殖
業
、
小
割

り
式
二
年
魚
ふ
ぐ
養
殖

業
、
小
割
り
式
三
年
魚

ふ
ぐ
養
殖
業
、
小
割
り

式
一
年
魚
か
ん
ぱ
ち
養

殖
業
、
小
割
り
式
二
年

魚
か
ん
ぱ
ち
養
殖
業
、

小
割
り
式
三
年
魚
か
ん

ぱ
ち
養
殖
業
、
小
割
り

式
ひ
ら
め
養
殖
業
、
小

割
り
式
一
年
魚
す
ず
き

養
殖
業
、
小
割
り
式
二

年
魚
す
ず
き
養
殖
業
、

小
割
り
式
三
年
魚
す
ず

き
養
殖
業
、
小
割
り
式

二
年
魚
ひ
ら
ま
さ
養
殖

業
、
小
割
り
式
三
年
魚

ひ
ら
ま
さ
養
殖
業
、
小

割
り
式
ま
あ
じ
養
殖

業
、
小
割
り
式
一
年
魚

し
ま
あ
じ
養
殖
業
、
小

割
り
式
二
年
魚
し
ま
あ

じ
養
殖
業
、
小
割
り
式

三
年
魚
し
ま
あ
じ
養
殖

業
、
小
割
り
式
二
年
魚

ま
は
た
養
殖
業
、
小
割

り
式
三
年
魚
ま
は
た
養

殖
業
、
小
割
り
式
四
年

魚
ま
は
た
養
殖
業
、
小

割
り
式
五
年
魚
ま
は
た

養
殖
業
、
小
割
り
式
ま

さ
ば
養
殖
業
、
小
割
り

広
島
第
一
加
入
区 

区
第
一
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

広
島
第
二
加
入
区 

区
第
一
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

広
島
第
三
加
入
区 

区
第
一
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

広
島
第
四
加
入
区 

区
第
二
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

広
島
第
八
加
入
区 

区
第
一
四
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

広
島
第
一
〇
加
入
区 
区
第
一
五
二
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

広
島
第
一
三
加
入
区 

区
第
二
二
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

広
島
第
二
〇
加
入
区 

区
第
一
九
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

呉
第
三
二
加
入
区 

区
第
二
六
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

呉
第
三
三
加
入
区 

区
第
二
六
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

呉
第
三
四
加
入
区 

区
第
三
〇
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

呉
第
四
九
加
入
区 

区
第
三
七
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

呉
第
五
〇
加
入
区 

区
第
三
八
〇
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

呉
第
五
一
加
入
区 

区
第
三
八
一
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

呉
第
五
四
加
入
区 

区
第
三
二
七
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

呉
第
五
五
加
入
区 

区
第
三
二
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

尾
道
第
六
五
加
入
区 

区
第
三
九
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

尾
道
第
六
七
加
入
区 

区
第
三
九
八
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

尾
道
第
六
八
加
入
区 

区
第
三
九
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

福
山
第
八
二
加
入
区 

区
第
四
一
六
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 



式
二
年
魚
め
ば
る
養
殖

業
、
小
割
り
式
三
年
魚

め
ば
る
養
殖
業
、
小
割

り
式
四
年
魚
め
ば
る
養

殖
業
、
小
割
り
式
か
わ

は
ぎ
養
殖
業 

福
山
第
八
四
加
入
区 

区
第
四
一
九
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

福
山
第
八
七
加
入
区 

区
第
四
三
三
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

福
山
第
八
八
加
入
区 

区
第
四
三
四
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

福
山
第
九
〇
加
入
区 

区
第
四
三
五
号
漁
業
権
の
漁
場
の
区
域 

 


